
　
全
額
免
除
と
若
年
者
納
付
猶
予

に
限
り
、
引
き
続
き
申
請
を
希
望

さ
れ
る
場
合
に
は
、
申
請
書
の
所

定
の
欄
に
「
○
」
印
を
付
す
こ
と

に
よ
り
、
次
の
年
改
め
て
申
請
書

を
提
出
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、

申
請
手
続
き
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

※
失
業
者
も
し
く
は
震
災
、
風
水

害
ま
た
は
火
災
に
よ
る
損
害
を
受

け
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
全
額
免

除
申
請
及
び
若
年
者
納
付
猶
予
、

若
し
く
は
一
部
免
除
申
請
の
場
合

は
、
毎
年
の
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
所
得
要
件
の
審
査
は
、
市
町
村

民
税
の
申
告
内
容
を
も
と
に
行
い

ま
す
の
で
、
所
得
申
告
を
忘
れ
ず

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一

部
納
付
等
の
承
認
を
受
け
た

期
間
は
、
保
険
料
を
全
額
納

付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来

受
け
る
年
金
額
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間

に
つ
い
て
は
、
10
年
前
の
分

（
平
成
13
年
６
月
分
は
平
成

23
年
６
月
ま
で
）
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
、

年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す（
追
納
と
い
い
ま

す
）
。
た
だ
し
、
免
除
さ
れ

た
年
度
も
含
め
て
3
年
度
経

過
し
た
も
の
は
、
当
時
の
保

険
料
に
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
平
成
23
年

度
中
に
追
納
す
る
場
合
の
加

算
額
を
加
え
た
追
納
額
は
下

表
の
と
お
り
で
す
。

　
平
成
22
年
7
月
か
ら
平

成
23
年
6
月
ま
で
の
期
間

の
保
険
料
の
免
除
等
申
請

の
受
付
は
、
平
成
23
年
8

月
1
日（
月
）ま
で
に
な
り

ま
す
。

　
平
成
23
年
7
月
か
ら
平

成
24
年
6
月
ま
で
の
期
間

の
保
険
料
免
除
等
申
請
の

受
付
は
、
平
成
23
年
7
月

か
ら
平
成
24
年
7
月
末
ま

で
に
な
り
ま
す
。

毎年の申請が不要！毎年の申請が不要！

免除された期間の保険料と年金はどうなるの？

免除の承認を受けた年度の保険料を平成23年度に追納する場合の額

※平成20年度分以前の保険料に加算額が上乗せされます

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
申
請
の
手
続
が
簡
素
化

さ
れ
、
全
額
免
除
ま
た
は

若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
ら
れ
た
方
が
、
翌

年
度
以
降
も
引
き
続
き
免

除
ま
た
は
猶
予
の
申
請
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申

請
書
の
提
出
が
不
要
に
な

り
ま
す
。

(当時の月額)全額免除

15,350円

14,760円

14,540円

14,340円

14,380円

14,440円

14,470円

14,580円

14,660円

15,100円

7,380円

7,270円

7,170円

7,190円

7,220円

7,230円

7,290円

7,330円

7,550円

10,840円

10,940円

10,990円

11,320円

3,610円

10,830円 3,610円

3,640円

3,660円

3,770円

（13,300円）

（13,300円）

（13,300円）

（13,300円）

（13,580円）

（13,860円）

（14,100円）

（14,410円）

（14,660円）

（15,100円）

半額免除 4分の3免除 4分の1免除

平成13年度の月分

平成14年度の月分

平成15年度の月分

平成16年度の月分

平成17年度の月分

平成18年度の月分

平成19年度の月分

平成20年度の月分

平成21年度の月分

平成22年度の月分

◆
受
付
期
間
◆
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思いやりと交流で創る   新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

問い合わせ先 市民課　☎40－5556

◆申請先　国分寺庁舎市民課
　　　　　石橋庁舎市民課窓口
　　　　　南河内庁舎市民課窓口


